
京都市駐車場条例の一部を改正する条例の制定（令和４年３月３０日京都市条例第   

号）（建設局自転車政策推進室，都市整備部市街地整備課） 

 京都市円山駐車場，京都市鴨東駐車場及び京都市山科駅前駐車場の駐車料金及び利用料

金の上限額の適正化を図る必要があるため，利用の態様，近傍類似の施設の利用料との均

衡を考慮して，以下のとおり改定することとしました。 

 １ 京都市円山駐車場 

   自動車の駐車料金の上限額を改定するとともに，利用者の利便性の向上を図るため，

平日（土曜日を除く。）における自動車の駐車料金に係る最大料金を設定することとし

ました。 

   （自動車の駐車料金） 

駐車料金（１回につき） 

改正前 改正後 

３０分までごとに２６０円 

３０分までごとに３００円。ただし，平

日（土曜日を除く。）にあっては，３０

分までごとに３００円を加えた額が１，

５００円を超えるときは，１，５００円 

  ※ 「平日」とは，日曜日以外の日（国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

をいう。 

    自動車の駐車料金に係る最大料金は，駐車時間１２時間までごとに適用 

 ２ 京都市鴨東駐車場 

   自動車の駐車に係る利用料金の上限額を改定することとしました。 

   （自動車の駐車に係る利用料金） 

区 分 
利用料金（１回につき） 

改正前 改正後 

自動車を退場させ

る際に利用料金を

支払う場合 

午前０時から午前２時ま

で及び午前７時から午後

１２時まで 

３０分までごと

に２６０円 

３０分までご

とに３００円 

 ３ 京都市山科駅前駐車場 

   自動車の駐車料金の上限額を改定するとともに，利用者の利便性の向上を図るため，

新たな定期駐車券の区分を設定することとしました。 

（建設局自転車政策推進室及び都市整備部市街地整備課） 

　　京都市円山駐車場，京都市鴨東駐車場及び京都市山科駅前駐車場の駐車料金及び

　利用料金の上限額の適正化を図る必要があるため，利用の態様，近傍類似の施設の

　利用料との均衡を考慮して，以下のとおり改定することとしました。
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  （自動車の駐車料金） 

駐車料金（１回につき） 

改正前 改正後 

３０分までごとに１５０円。ただし，平

日（土曜日を除く。）にあっては，３０

分までごとに１５０円を加えた額が１，

２５０円を超えるときは，１，２５０円 

３０分までごとに１７０円。ただし，平

日（土曜日を除く。）にあっては，３０

分までごとに１７０円を加えた額が１，

３６０円を超えるときは，１，３６０円 

 ※ 自動車の駐車料金に係る最大料金は，午前５時から翌日の午前１時までに適用 

  （自動車等の定期駐車券の区分と駐車料金） 

区分 自動車等を駐車させることができる時間 改正前 改正後 

平日 

午前５時から翌日の午前１時まで 

 

１５，７１０

円 

（変更なし） 

１５，７１０円 

午前０時から午後１２時まで 

 

２５，１４０

円 

（変更なし） 

２５，１４０円 

全日 

午後５時から翌日の午前１０時まで 
９，４２０円 

（変更なし） 

９，４２０円 

午前５時から翌日の午前１時まで【新設】 ― ２３，５６０円 

午前０時から午後１２時まで【新設】 ― ３７，７１０円 

 ※ 「平日」とは，土曜日及び日曜日以外の日（国民の祝日に関する法律に規定する休

日を除く。）をいう。 

  この条例は，令和４年６月１日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

　※　自動車の駐車料金に係る最大料金は，午前５時から翌日の午前１時までに適用

　※　「平日」とは，土曜日及び日曜日以外の日（国民の祝日に関する法律に規定

　　する休日を除く。）をいう。



 京都市駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和４年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市駐車場条例の一部を改正する条例 

 京都市駐車場条例の一部を次のように改正する。 

別表第２京都市円山駐車場の項中「２６０円」を「３００円。ただし，平日（土曜日を

除く。）にあっては，３０分までごとに３００円を加えた額が１，５００円を超えるときは，

１，５００円」に改め，同表京都市山科駅前駐車場の項中「１５０円」を「１７０

円」に，「１，２５０円」を「１，３６０円」に改め，同表備考３中「１日１回

につき１，２５０円」を「３０分までごとに３００円」に改め，同備考３を同備考５とし，

同備考２の次に次のように加える。 

３ 平日（土曜日を除く。）の駐車時間が１２時間を超えるときの京都市円山駐車場に

係る駐車料金は，超える時間３０分までごとに３００円を１，５００円に加えた額

（当該額が３，０００円を超えるときは，駐車時間が２４時間を超えるまでの間，

３，０００円）とし，その後も同様とする。 

４ 平日（土曜日を除く。）から土曜日又は平日でない日（以下「土曜日等」という。）

まで引き続き京都市円山駐車場に駐車させる場合にあっては，駐車時間が１時間を

単位として土曜日等の午前０時以後最初に１２の倍数を経過するまでの間は，平日

（土曜日を除く。）の駐車料金に係る規定を適用する。 

別表第３自動車を退場させる際に利用料金を支払う場合の項中「３０分までごとに ２

６０」を「３０分までごとに ３００」に改める。 

別表第４京都市山科駅前駐車場の項中 

「 

 午後５時から翌日の午前１０時まで ９，４２０  を 

                              」 

 

「 

 午後５時から翌日の午前１０時まで ９，４２０  
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 午前５時から翌日の午前１時まで ２３，５６０  に改める。 

 午 前 ０ 時 か ら 午 後 １ ２ 時 ま で ３７，７１０  

                              」 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和４年６月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の京都市駐車場条例（以下「改正後の条例」という。）の規定に

よる路外駐車場（駐車場法第２条第２号に規定する路外駐車場をいう。以下同じ。）の

駐車料金及び利用に係る料金の徴収その他これらを徴収するために必要な準備行為は，

この条例の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の条例の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の駐車に

係る駐車料金及び利用に係る料金について適用し，施行日前の駐車に係る駐車料金及び

利用に係る料金については，なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず，施行日前に入場させ，かつ，施行日以後に退場させる自動

車（原動機付自転車を含む。）の路外駐車場の駐車料金及び利用に係る料金については，

改正後の条例別表第２及び別表第３の規定を適用する。 

（建設局自転車政策推進室，都市整備部市街地整備課） 

 

 

（建設局自転車政策推進室及び都市整備部市街地整備課）


